
 

 

 

 

 

 

本町では、将来的な人口構造の変化や公共施設の老朽化に伴う大規模改修や更新時期の到来、地

域経済の縮小化などが予想される中で、国が主導となり、国・地方公共団体のすべてが「公共施設等

の今後のあり方」について考え、長期的な視点をもって財政見通しとライフサイクルコストに配慮

した計画を平成 28年度までに策定することを要請されたことを受け、「訓子府町公共施設等総合管

理計画」が平成 28年に策定されました。 

 今回の計画改訂は、国による指針改訂の通知を受け、計画の推進を総合的かつ計画的に実

行し、計画の見直し・充実を目的に改訂されたものとなります。 

 

 

◆まちづくり意見の募集を行う計画 

 訓子府町公共施設等総合管理計画（改訂） 

◆意見を提出できる方 

 ・町内に住所を有する方 

 ・町内に通勤又は通学している方 

 ・町内に事務所を有する法人、団体 

◆計画の閲覧場所（閲覧期間：令和４年２月１８日（金）～令和４年３月１９日（土）） 

 訓子府町役場企画財政課、まちづくり情報コーナー、図書館、町のホームページでもご覧

いただけます。 

◆意見の募集期間  令和４年２月１８日（金）～令和４年３月１９日（土） 

◆提出方法 

 ご意見は、閲覧場所にある様式（まちづくり意見募集意見書）に必要事項を記入のうえ、

持参又は郵送、FAX、電子メールで提出してください。（口頭や電話での意見募集は行っ

ておりません） 

◆結果の公表 

 提出されたご意見は、検討結果と合わせて３月下旬頃の公表を予定しています。 

◆提出先 

 〒０９９－１４９８ 訓子府町東町３９８番地 

            訓子府町役場 企画財政課（FAX：４７－２６００） 

            メール：kikaku@town.kunneppu.hokkaido.jp 

◆問い合わせ先  企画財政課企画係（電話：４７－２１１５） 

訓子府町公共施設等総合管理計画の改訂（案） 

に対するまちづくり意見募集について 


